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国内肥料資源利⽤拡⼤対策事業 支援内容

農家や肥料製造事業者が使いや
すい肥料や肥料原料の安定供給に
向けた体制づくりを支援します。

肥料利⽤者が使いやすい国内資源
由来肥料の製造・供給体制づくりを
支援します。

国内資源由来肥料への転換に必要
な新たな肥料の効果検証の取組や散
布機の導入等を支援します。

肥料製造事業者原料供給事業者 肥料利⽤者

【事業実施の前提】原料供給事業者、肥料製造事業者、肥料利⽤者との間で「連携計画」を作成

堆肥の高品質化

分析機関への外注、検査
機器の導入等への支援が可
能です。

ペレット化設備の導入や、
新たな流通⽅法の検討に必
要な運搬費等への支援が可
能です。

ペレット化による肥料メーカーへの供給、
広域流通

肥料・肥料原料の成分分析

堆肥の水分調整、発酵、
調整等に必要な施設の整
備・改修や機械導入等へ
の支援が可能です。

肥料試作に必要な肥料原
料の購入、成分の分析、施
肥効果の検証等への支援が
可能です。

製造施設の整備やライン
増設、臭気・衛生対策に必
要な設備の導入等への支援
が可能です。

新たな肥料の試作

製造・配合などの施設整備

流通体制の整備
原料や肥料の保管に必

要な施設の整備、原料等
の運搬に係る実証等への
支援が可能です。

栽培実証に必要な新たな
肥料の購入に係る経費、⼟
壌分析、研修会の開催等へ
の支援が可能です。

マニュアスプレッダや
ブロードキャスタ等の散
布機導入の支援が可能で
す。

⽣産現場での新たな肥料の導入や
効果の検証

散布機の導入

 国内資源由来肥料（※）の利⽤拡⼤に当たって、関係事業者が抱える課題の解決に必要な取組を支援します。

※ 国内資源由来肥料︓「肥料の品質の確保等に関する法律」に基づき登録若しくは届出がなされたもの⼜は登録若しくは届出され
ることが⾒込まれるものとします。 ２



国内肥料資源利⽤拡⼤対策事業 事業の全体像

国
内
肥
料
資
源
利
⽤
拡
⼤
対
策
事
業

Ａ︓国内肥料資源活⽤総合支援事業
【⺠間団体向け補助⾦】

Ｂ︓畜産環境対策総合支援事業
【都道府県・⺠間団体向け
補助⾦】

Ｃ︓家畜排せつ物処理施設構造転換
支援事業

【都道府県向け補助⾦】

D︓調査事業（委託事業）
【⺠間団体等向け委託費】

１ 国内肥料資源活⽤施設総合整備支援（施設等整備）【Ｈ】
２ 国内肥料資源活⽤総合推進支援（肥料の試作・栽培実証・機械導入等）【Ｓ】
３ 国内肥料資源活⽤推進事業（都道府県協議会事務経費）【Ｓ】
４ 国内肥料資源流通促進支援（全国段階での推進活動）【Ｓ】
５ 国内外の肥料原料価格の動向等調査【Ｓ】

事業の執⾏単位

４ 畜産環境関連施設等導入支援事業（悪臭防⽌や汚水処理について⾼度な施設等整備）【Ｈ】

２ 畜産・⼟づくり堆肥生産流通体制支援事業（成分分析・堆肥造粒機等の導入等）【Ｓ】
３ 畜産・⼟づくり施設等導入支援事業（堆肥の⾼品質化・ペレット化等に係る施設等整備）【Ｈ】

１ 畜産堆肥流通体制支援事業（全国団体での推進活動）【Ｓ】

１ 家畜排せつ物処理施設構造転換支援事業（家畜排せつ物処理施設の補改修等）【Ｈ】

１ 全国⼀⻫地⼒調査事業
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畜産環境対策総合支援事業 事業詳細

４

事業実施主体（取組主体）

支援メニュー・補助率・成果目標

成果目標（※）補助支援メニュー

事業実施計画と整合のとれた定量的な目
標及び協議会における堆肥等の生産量⼜
は使⽤量を増加させる計画を⾃ら設定

定額
１/２以内

• 協議会の開催、堆肥の成分分析、クロピラリド検査体
制の構築、堆肥等のマッチング体制の構築 等
（※補助上限 3千万円）

畜産・土づく
り堆肥⽣産流
通体制支援事
業
（ソフト支
援）

取組主体における堆肥⼜は液肥の生産量
に占める
・販売量の割合の10ポイント以上の増加
・肥料業者への販売量の割合の10ポイン
ト以上の増加
いずれか１つの目標を選択

１/２以内

15千円/ｔ以内

• 堆肥の⾼品質化、ペレット化、袋詰め及びその他堆肥
の流通を促進するために必要となる機械、クロピラリ
ド検査機器の導入

• 堆肥を肥料業者に販売するために必要な経費への助成

１/２以内

15千円/ｔ以内

• 堆肥（液肥）の⾼品質化、ペレット化による広域流通
等に必要な施設の整備⼜は補改修

• 堆肥を肥料業者に販売するために必要な経費への助成

畜産・土づく
り施設等導入
支援事業
（ハード支
援） 取組主体における焼却灰等の生産量を増

加させた上で、全量販売１/２以内• 家畜排せつ物等焼却ボイラー施設整備

・臭気指数の11％以上の低減
・排水１リットル当たりの硝酸性窒素等
の20％以上の低減

１/２以内
定額

• 悪臭低減、汚水処理に係る⾼度な畜産環境対策に必要
な施設の整備⼜は補改修

• 臭気測定、水質検査等

畜産環境関連
施設等導入支
援事業（ハー
ド支援）

・事業実施主体は、畜産を営む者に加え、地⽅公共団体、外部支援組織（コントラクター、ＴＭＲセンター、キャトルステーション等）、
農業者の組織する団体、耕種農家、肥料業者などのうち、２者以上の異なる役割を担う者が参加する協議会（計３者以上）

・共同利⽤施設を支援の対象とする場合にあっては、施設の設置者が事業実施主体
・取組主体は、協議会構成員である次の者

畜産を営む者、農事組合法人、その他農業者の組織する団体、農業協同組合、株式会社⼜は持分会社、地⽅公共団体 等

（※）目標年度は、「畜産・⼟づくり堆肥生産流通体制支援事業」のうち、協議会の開催等の支援は事業実施年度の翌年度、
それ以外の事業は、事業実施年度の翌々年度。複数の支援メニューを実施する場合は、複数の成果目標を設定すること。

支援メニュー・補助率・成果目標



畜産環境対策総合支援事業 令和６年度補正予算からの変更点
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家畜排せつ物処理施設構造転換支援事業 事業詳細
事業実施主体（取組主体）

支援メニュー・補助率・成果目標

成果目標補助支援メニュー

取組主体における家畜排せつ物の管理⽅
法の変更による温室効果ガス排出量の
20％以上の低減とする。（※）

目標年度は、事業実施年度の翌々年度。

１/２以内
• 温室効果ガス排出削減のための家畜排せつ物の管理⽅
法の変更を実施するための施設の整備⼜は補改修に必
要な経費

家畜排せつ物
処理施設構造
転換支援事業
（ハード支
援）

・事業実施主体は、畜産を営む者に加え、地⽅公共団体、外部支援組織（コントラクター、ＴＭＲセンター、キャトルステーション等）、
農業者の組織する団体、耕種農家、肥料業者などのうち、２者以上の異なる役割を担う者が参加する協議会（計３者以上）

・共同利⽤施設を支援の対象とする場合にあっては、施設の設置者が事業実施主体
・取組主体は、協議会構成員である次の者

畜産を営む者、農事組合法人、その他農業者の組織する団体、農業協同組合、株式会社⼜は持分会社、地⽅公共団体 等

（※）温室効果ガスの排出削減割合は、目標年度における家畜種の飼養頭⽻数から排出される家畜排せつ物を、事業実施前後の管理⽅法で処理した
場合に削減される割合を算出する。
（要領別紙３別添１）
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畜産環境対策総合支援事業と家畜排せつ物構造転換支援事業の比較

家畜排せつ物処理施設構造転換支援事業畜産環境対策総合支援事業

・温室効果ガスの排出削減を目的とし、温室効果ガス
の排出が少ない家畜排せつ物管理方法へ変更する

ために必要な施設の改築等を支援。

・堆肥の販売量を増加させることを目的とし、耕種農
家のニーズに合った良質な堆肥生産に必要な堆肥舎
等の施設整備を支援。

事業目的

① 堆肥舎等の改築、補改修

② 温室効果ガスの排出が少ない家畜排せつ物管理
方法へ変更するための必要な設備（ブロワー、攪拌
機等）

③ 堆肥化処理に必要な機械（堆肥散布機、切返作
業機、堆肥運搬車等）

※②及び③は①と一体的に整備する場合に限る。

① 堆肥舎等の整備、補改修

② 堆肥の高品質化に必要な設備（攪拌機、造粒機、
袋詰機等）

③ 堆肥化処理に必要な機械（堆肥散布機、切返作
業機、堆肥運搬車等）

※②及び③は①と一体的に整備する場合に限る。

支援対象

・家畜排せつ物の管理方法の変更による温室効果ガ
スの排出削減割合を成果目標として設定。

・堆肥の無償譲渡、稲わら等との交換、自家利用の場
合も補助対象。

・環境対策を目的としており利益増加につながらない
ため、費用対効果分析を要件としない。

・堆肥の販売量の増加割合を成果目標として設定。

・堆肥の無償譲渡や自家利用が目的の場合は補助
対象外。
・費用対効果分析による効果算定が要件。要件
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事業実施に係る主なフロー（事業の要望調査）

事業の要望調査の実施

審査、割当内示

 事業の要望調査は、交付申請前に、事業実施計画の事前
調整を目的として実施します。

 事業実施計画書の提出先となる都道府県、地⽅農政局等、
農林水産省（本省）それぞれの段階で、提出期限が設定
されます。

 農林水産省（本省）は、地⽅農政局等を通じ、全国の都
道府県から提出された事業実施計画書を審査します。

 畜産・⼟づくり施設等導入支援及び畜産環境関連施設等
導入支援事業、家畜排せつ物処理施設構造転換支援事業
は、財務省協議を⾏います。

本事業の活⽤を希望する事業者
（事業実施主体）

都道府県（畜産主務課）

農林⽔産省（地⽅農政局等）

⑤ 割当内示

① 事業実施計画書

② 計画書を採点
提出

⑥ 通知

農林⽔産省（本省）

④ 割当③ 提出

※ 都道府県補
助⾦等交付
規則等の規
定に基づく
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